
   【回 覧】   令  和  ８  年  １  月  号  ミ  ニ  広  報  紙 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

①事件ですか事故ですか？ ④犯人を見ましたか？ 

②それはいつですか？   ⑤現場はどうなっていますか？ 

③場所はどこですか？   ⑥あなたのことを教えてください 

大 宮 警 察 署 
☎ 048‐650－0110 

大 宮 駅 東 口 交 番 
☎ 048‐641－4267 

無銭飲食 ....................... ５件 

無銭飲食以外の詐欺 . ３件 

万引き ........................ 18 件 

オートバイ盗 .............. １件 

自転車盗 ....................... ８件 

車上ねらい ................... １件 

その他窃盗 ............... 2３件 

器物損壊  ................... ５件 

人身交通事故  ...... 10 件 

物件交通事故  ...... 3４件 

落としもの .......... ８５０件 

※数値は、交番の取扱い

件数で、認知件数ではあ

りません。 

 県内の110番総受理件数のうち、約２割が間違い、いたずら、

各種照会や相談などの緊急性のないものです 

 110番は、事件や事故などの緊急のための通報ダイヤルです

が、これら緊急性のない通報で、緊急を要する110番通報への対

応を遅らせる原因となります。 

 真に必要な人の声が、いち早く警察に届きますよう、ご協力を

お願いします。 
緊 急 の 事 件 や 事 故 の と き ！ ！ 

110 番通報のポイント こんなことをお聞きします 

 
緊 急 性 の な い と き 

警察相談ダイヤル ♯
シャープ
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 又は  管轄警察署へ 

今
年
も
よ
ろ
し
く 

お
願
い
し
ま
す 

 家族構成、資産、留守にする時間等を把握する
ために訪問し、強盗、窃盗、詐欺等の下見をして
いる可能性があります 

首都直下型地震 

日ごろの備え 
◎ 避難場所・避難経路・家族の集合 
 場所・連絡方法の確認・ハザードマ 
 ップ等確認 
◎ 食料・飲料水等の備蓄(３日分) 
◎ 非常持出品 
  水、非常食、通帳、現金、免許証、 
 保険証、携帯ラジオ、電灯、予備電 
 池、ティッシュペーパー、衣類、常 
 備薬、ファーストエイド、携帯電話、 
 ヘルメット、防災頭巾など 

災害が起こったら 
◎ まずは、身を守る行動を！！ 
◎ 火元の確認・避難方法の確認 
◎ 助け合いの行動をお願いします 

交通反則通告制度の導入後、検挙後の手続は大きく変わります。 
自転車の交通ルールを再確認しましょう。 
★自転車安全利用五則 
 １ 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先  ４ 飲酒運転は禁止  
 ２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認     ５ ヘルメットを着用 
 ３ 夜間はライトを点灯        

＜不審な訪問の例＞ 
・買取り業者を名乗る者を家に入れたら貴金属の
保管場所を勝手に物色し、撮影した 
・点検業者を名乗る者が点検とは関係の無い部屋
にまで無理やり入ろうとした 
・実在する電力会社を名乗る者が、口座の暗証番
号を聞いてきた 
・実在する警備会社を名乗る者に名刺を求めたら
怒り出した 警備会社に問い合わると「訪問して
いない」と言われた 
＜不審なマーキングの例＞ 
・インターフォンに「19:00×」、「C１A2」と書か
れていた 
・ポストを空けたら石が落ちるように仕掛けられ
ていた 
・電気メーターに見覚えのないシールが貼られて
いた 
・車のワイパーに実在しない会社のチラシが挟ま
れていた 
＜対策＞ 
 知らない人が訪問してきたら 
  ・家の中に入れない！玄関も要注意！ 
  ・名刺・社員証の提示を求める！ 
 マーキングは 
  ・取る！剥がす！消す！ 

大 宮 警 察 署 

ホ ー ム ペ ー ジ 

二 次 元 コ ー ド 

   青切符の導入については、こちらから↓ 


